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詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。https://www.nta.go.jp  

〇 国税に関するご相談・ご質問 は電話相談センターをご利用ください！ 
・専門の相談員がご相談・ご質問に対応します。 

 ・行田税務署（048-556-2121）へおかけいただき、自動音声案内で「１」を選択してくださ

い。 

（税務署でのご相談は、事前予約制とさせていただいております（自動音声案内で「２」

を選択してください。）。） 

〇 個人の確定申告 はパソコン、スマホから e-Taxで！ 
 ・① マイナンバーカードを使って送信する方法と、② 税務署で発行されたＩＤとパスワー

ドで送信する方法があります。マイナンバーカードによる方法では、e-Taxのメッセージボ

ックスから申告した内容や税務署からのお知らせなどを確認できますので大変便利です。 

 ・スマホを利用した申告がますます便利になっています。 

〇 国税の納付 はキャッシュレスで！ 
・申告所得税及び復興特別所得税と個人事業者の消費税及び地方消費税の納税は、納期限か

ら振替日まで余裕のある口座振替がおすすめです。 

・源泉所得税の納付には、ダイレクト納付がおすすめです。 

（e-Taxソフト（WEB版）を利用して納付書の作成→送信→ダイレクト納付） 

・お近くに対応コンビニ（ローソン、ファミリーマート等）がある方は、QRコードによる納

税も可能です。（国税庁ホームページ、コンビニ納付用 QRコード作成画面等で作成） 

・クレジットカードをお持ちの方は、専用サイトからの納税も可能です。※手数料がかかり

ます。（国税庁ホームページ、国税クレジットカードお支払いサイト→納付受託者の運営サ

イトへ） 

なお、令和３年 10月１日から、税務署窓口での納税の受付は、原則、９時から 16時まで

となりますので、ご理解とご協力をお願いします。 

〇 納税証明書の請求 はパソコン、スマホから e-Taxで！ 
・交付手数料が安価です。（通常 400円→370 円） 

 ・マイナンバーカードを利用して請求された方で、インターネットバンキングから手数料の

支払いが可能な方は、証明書を PDFファイルで受け取れます。（ご自宅やオフィスのパソコ

ンから何度でも印刷してお使いいただけます。） 

・マイナンバーカードを利用しない方法で請求された方は、税務署窓口での受取りとなりま

すが、受取日を指定することで、窓口での待ち時間が短縮できます。 

〇 各種用紙の入手 は国税庁ホームページから！ 
 ・税務署へ提出する各種用紙は国税庁ＨＰからダウンロードすることができます。 

 
  

 行田税務署からのお知らせ 
 

税務署でのご用件のうち、多くのものは税務署へ出向かなくても済ませ

ることができ、新型コロナウイルスの感染予防にもなります。 


